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一　

は
じ
め
に

　

平
成
三
一
年
一
月
三
一
日
、「
企
業
内
容
等
の
開
示

に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」

（
平
成
三
一
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
が
公
布
さ
れ
、
同
日
か

ら
施
行
さ
れ
た
（
以
下
「
本
改
正
」
と
い
う
）。

　

本
改
正
は
、
平
成
三
〇
年
六
月
二
八
日
に
公
表
さ
れ

た
金
融
審
議
会
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告

─
資
本
市
場
に
お
け
る
好
循
環

の
実
現
に
向
け
て

─
」（
以
下
「
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
」
と
い

う
）
の
提
言
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
本
改
正
に
つ
い
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
な
ど
も
踏
ま
え
て
解

説
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
意
見
に
わ
た
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を

あ
ら
か
じ
め
申
し
添
え
て
お
く
。

二　

本
改
正
の
経
緯

　

企
業
や
投
資
家
を
取
り
巻
く
経
済
環
境
が
大
き
く
変

化
す
る
中
、
資
本
市
場
の
機
能
の
発
揮
を
通
じ
、
わ
が

国
全
体
の
最
適
な
資
金
フ
ロ
ー
を
実
現
し
、
企
業
価
値

の
向
上
お
よ
び
そ
の
果
実
の
家
計
へ
の
還
元
に
つ
な
げ

る
と
い
う
好
循
環
を
実
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。

　

企
業
情
報
の
開
示
は
、
投
資
家
の
投
資
判
断
の
基
礎

と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
資
本
市
場

に
お
け
る
効
率
的
な
資
源
配
分
を
実
現
す
る
た
め
の
基

本
的
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
投
資
判
断
に
必
要
と
さ
れ
る

情
報
を
十
分
か
つ
正
確
に
、
ま
た
適
時
に
わ
か
り
や
す

く
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

わ
が
国
の
企
業
情
報
の
開
示
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を

十
分
に
果
た
し
て
い
く
と
の
観
点
か
ら
、
金
融
庁
に
設

置
さ
れ
た
金
融
審
議
会
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
座
長
・
神
田
秀
樹
学
習
院
大
学

大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）
で
は
、
平
成
二
九
年
一
二
月

よ
り
、
計
八
回
に
わ
た
り
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け

る
開
示
を
念
頭
に
、
そ
の
他
の
開
示
（
会
社
法
開
示
、
上

場
規
則
、
任
意
開
示
等
）
と
の
関
係
に
も
配
意
し
つ
つ
、

企
業
情
報
の
開
示
・
提
供
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
検
討

お
よ
び
審
議
を
行
っ
た
（
注
一
）。

　

こ
れ
ら
の
検
討
お
よ
び
審
議
を
踏
ま
え
、
同
ワ
ー
キ

ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
Ｄ
Ｗ

Ｇ
報
告
が
平
成
三
〇
年
六
月
二
八
日
に
公
表
さ
れ
た
。

企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る 

内
閣
府
令
の
改
正

─
平
成
三
一
年
内
閣
府
令
第
三
号

─

八
木
原
栄
二 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
開
示
企
画
調
整
官

岡
村
　
健
史 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
課
長
補
佐

堀
内
　
　
隼 

金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
課
長
補
佐

片
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金
融
庁
企
画
市
場
局
企
業
開
示
課
開
示
企
画
第
二
係
長
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Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
は
図

表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
を
踏
ま
え
た
金
融
庁

の
取
組
み
と
し
て
、
①
ル
ー
ル
へ
の

形
式
的
な
対
応
に
と
ど
ま
ら
な
い
開

示
の
充
実
に
向
け
た
企
業
の
取
組
み

を
促
す
た
め
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー

ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策
定
（
注
二
）、

②
開
示
内
容
や
開
示
へ
の
取
組
み
方

に
つ
い
て
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

の
収
集
、
③
開
示
内
容
に
つ
い
て
具

体
的
に
定
め
る
内
閣
府
令
の
改
正
が

あ
る
が
、
本
稿
は
③
の
取
組
み
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。

三　

本
改
正
の
内
容

１　

本
改
正
の
全
体
像

　

本
改
正
は
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
に
お
い

て
、「
財
務
情
報
及
び
記
述
情
報
の

充
実
」、「
建
設
的
な
対
話
の
促
進
に

向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
の
提
供
」、

「
情
報
の
信
頼
性
・
適
時
性
の
確
保

に
向
け
た
取
組
み
」
に
向
け
て
、
適

切
な
制
度
整
備
を
行
う
べ
き
と
提
言

さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
企
業
内
容

等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
改

正
の
概
略
は
図
表
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

２　
「
財
務
情
報
」
お
よ
び
「
記
述
情
報
（
非
財
務
情

報
）」
の
充
実

⑴　

基
本
的
な
考
え
方

　

財
務
情
報
お
よ
び
記
述
情
報（
注
三
）
の
開
示
は
、
投

資
家
に
よ
る
適
切
な
投
資
判
断
を
可
能
と
し
、
投
資
家

と
企
業
の
建
設
的
な
対
話
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

企
業
の
経
営
の
質
を
高
め
、
企
業
が
持
続
的
に
企
業
価

値
を
向
上
さ
せ
る
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
記
述
情
報
は
、
企
業
の
財
務
状
況
と
そ

の
変
化
、
事
業
の
結
果
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
情

報
で
あ
り
、
①
投
資
家
が
経
営
者
の
視
点
か
ら
企
業
を

理
解
す
る
た
め
の
情
報
を
提
供
し
、
②
財
務
情
報
全
体

を
分
析
す
る
た
め
の
文
脈
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
③

企
業
収
益
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
性
質
や
そ
れ
ら

を
生
み
出
す
基
盤
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
通
じ
、
将

来
の
業
績
の
確
度
を
判
断
す
る
上
で
重
要
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
投
資
判
断
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
記

述
情
報
が
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
適
切
に
開
示

さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
を
踏
ま
え
、
本
改
正
で
は
、「
経
営

方
針
、
経
営
環
境
及
び
対
処
す
べ
き
課
題
等
」、「
事
業

等
の
リ
ス
ク
」、「
経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成

績
及
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
」（
以

下
「
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
規
定
の
見
直
し

が
行
わ
れ
た
。

〔図表１〕　DWG報告の概要

報告の内容

③　開示ルールの策定
　（内閣府令改正）

①　プリンシプルベースのガイ
　ダンスの策定

②　開示のベストプラクティス
　の収集・公表

　企業が経営目線で経営戦略・
MD&A・リスクを把握・開示し
ていく上でのプリンシプルを企
業や投資家を交えて議論し，ガ
イダンスを策定

今後の取組み

Ø　役員報酬（報酬プログラム，
　　報酬実績）
Ø　政策保有株式
Ø　監査人の継続監査期間　等

Ⅰ　「財務情報」および「記述情報」の充実
　財務情報，および，財務情報をより適切に理解するための
記述情報を充実。
（たとえば，経営戦略，経営者による経営成績等の分析
（MD&A：Management Discussion and Analysis），リ
スク情報など）

Ⅱ　建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供
　企業と投資家との対話の観点から求められるガバナンス情
報の提供。
（たとえば，役員報酬の算定方法，政策保有株式の保有状況など）

Ⅲ　提供情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組み
　情報の信頼性を投資家が判断する際に有用な情報の充実
と，情報の適時な提供。
（たとえば，監査人の継続監査期間など）

Ⅳ　その他の課題
　EDINETの利便性の向上，有価証券報告書の英文による開示
の推奨など。
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〔図表２〕　本改正の概略
（改正前）

有価証券報告書（第三号様式）
第一部【企業情報】
　第１【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

２ 【沿革】
３ 【事業の内容】
４ 【関係会社の状況】
５ 【従業員の状況】
　第２【事業の状況】
１ 【経営方針，経営環境及び対処すべき課題等】

○�経営方針・経営戦略等の内容。経営上の目標の達成状況
を判断するための客観的な指標等がある場合には，その
内容

○経営環境
○�事業上および財務上の対処すべき課題について，その内
容，対処方針等

２ 【事業等のリスク】

○投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

○重要事象等が存在する場合には，その具体的な内容

○基本方針

３ 【経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況の分析】

○�財政状態，経営成績およびキャッシュ・フロー（「経営成
績等」）の状況の概要

　・�経営成績およびキャッシュ・フローの状況の概要につ
いて前年同期と比較

　・�セグメント別に経営成績の分析・検討，主な製品・
サービスの生産，受注および販売の実績

　・�主要な販売先がある場合には，相手先別の販売実績お
よび当該販売実績の総販売実績に対する割合（10％未
満の相手先については省略可）

○�経営者の視点による経営成績等の状況に関する検討・分
析内容

　・�経営成績等に重要な影響を与えた要因について，事業
全体およびセグメント情報に記載された区分ごとに，
経営者の視点による認識と検討・分析内容

　・資本の財源および資金の流動性に係る情報
　・�経営方針・経営戦略または経営上の目標の達成状況を
判断するための客観的な指標等がある場合には，これ
らに照らして，経営者が経営成績等をどのように検
討・分析・評価しているかを記載

○�重要事象等が存在する場合には，当該重要事象等につい
ての分析・検討内容および当該重要事象等への対応策

４ 【経営上の重要な契約等】
５ 【研究開発活動】
　第３【設備の状況】
　第４【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
２ 【自己株式の取得等の状況】
３ 【配当政策】
４ 【株価の推移】
５ 【役員の状況】
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】
○�企業統治の体制の概要，内部監査および監査役監査の組
織，人員等

○役員報酬
○株式の保有状況
⑵【監査報酬の内容等】

　第５【経理の状況】（※）

　第６【提出会社の株式事務の概要】
　第７【提出会社の参考情報】
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
※　第５【経理の状況】については監査公認会計士等の異動に関する事項のみ移動。

（改正後）
有価証券報告書（第三号様式）

第一部【企業情報】
　第１【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

○株主総利回り

○株価の推移

新規

移動

２ 【沿革】
３ 【事業の内容】
４ 【関係会社の状況】
５ 【従業員の状況】
　第２【事業の状況】
１ 【経営方針，経営環境及び対処すべき課題等】

○�経営方針・経営戦略等の内容。経営上の目標の達成状況
を判断するための客観的な指標等がある場合には，その
内容

○経営環境
○�事業上および財務上の対処すべき課題について，その内
容，対処方針等

２ 【事業等のリスク】

○�経営者が重要な影響を与える可能性があると認識してい
る主要なリスクについて，顕在化する可能性の程度や時
期，対応策

○�重要事象等が存在する場合には，当該重要事象等につい
ての分析・検討内容および当該重要事象等への対応策

統合

３ 【経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況の分析】

○�財政状態，経営成績およびキャッシュ・フロー（「経営成
績等」）の状況の概要

　・�経営成績およびキャッシュ・フローの状況の概要につ
いて前年同期と比較

　・�セグメント別に経営成績の分析・検討，主な製品・
サービスの生産，受注および販売の実績

　・�主要な販売先がある場合には，相手先別の販売実績お
よび当該販売実績の総販売実績に対する割合（10%未
満の相手先については省略可）

○�経営者の視点による経営成績等の状況に関する検討・分
析内容

　・�経営成績等に重要な影響を与えた要因について，事業
全体およびセグメント情報に記載された区分ごとに，
経営者の視点による認識と検討・分析内容

　・資本の財源および資金の流動性に係る情報
　・�経営方針・経営戦略または経営上の目標の達成状況を
判断するための客観的な指標等がある場合には，これ
らに照らして，経営者が経営成績等をどのように検
討・分析・評価しているかを記載

○�連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積りお
よび仮定のうち，重要なもの

新規

４ 【経営上の重要な契約等】
５ 【研究開発活動】
　第３【設備の状況】
　第４【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
２ 【自己株式の取得等の状況】
３ 【配当政策】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 （図表４）

⑴【コーポレート・ガバナンスの概要】
⑵【役員の状況】 移動
⑶【監査の状況】
⑷【役員の報酬等】
⑸【株式の保有状況】

　第５【経理の状況】
　第６【提出会社の株式事務の概要】
　第７【提出会社の参考情報】
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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⑵　

経
営
方
針
、
経
営
環
境
及
び
対
処
す
べ
き
課
題
等

ア　

背
景

　

経
営
方
針
に
つ
い
て
は
、
従
来
決
算
短
信
に
記
載
さ

れ
て
い
た
が
、
中
長
期
的
な
投
資
を
行
う
投
資
家
が
そ

の
投
資
姿
勢
に
適
合
す
る
企
業
で
あ
る
か
を
判
断
す
る

上
で
有
用
な
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
九
年
三

月
三
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
か
ら
、
有
価
証

券
報
告
書
の
「
経
営
方
針
・
経
営
戦
略
等
」
に
お
い
て

開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
日

本
企
業
の
経
営
戦
略
に
関
す
る
開
示
は
、
全
体
と
し
て

み
る
と
、
企
業
の
中
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
具

体
的
な
記
載
が
乏
し
い
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
や
リ
ス
ク
情
報
と

の
関
連
づ
け
が
な
い
等
の
企
業
が
相
当
程
度
み
ら
れ
る

と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
経

営
方
針
、
経
営
環
境
及
び
対
処
す
べ
き
課
題
等
の
開
示

を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
取
締
役
・
経
営
陣
が
積
極
的

に
自
ら
コ
ミ
ッ
ト
し
て
そ
の
見
解
を
示
す
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
投
資
家
が
適
切
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
経
営
戦
略
の
実
施
状
況
や
今
後
の
課
題
も
し
っ
か

り
と
示
し
な
が
ら
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
や
Ｋ
Ｐ
Ｉ
、
リ
ス
ク
情

報
と
も
関
連
づ
け
て
、
よ
り
具
体
的
で
充
実
し
た
説
明

が
な
さ
れ
る
べ
き
と
提
言
さ
れ
た
。

　

具
体
的
に
は
、
企
業
構
造
、
事
業
を
行
っ
て
い
る
市

場
、
市
場
と
の
関
係
性
と
も
関
連
づ
け
な
が
ら
企
業
の

事
業
計
画
・
方
針
を
明
確
に
説
明
し
、
経
営
戦
略
が
企

業
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
適
切
で
あ
る
か
の
判
断

や
、
企
業
の
成
長
、
業
績
、
財
政
状
態
、
将
来
の
見
込

み
の
評
価
に
資
す
る
よ
う
な
情
報
（
注
四
）
が
提
供
さ

れ
る
よ
う
に
す
べ
き
と
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、「
経
営
方
針
、
経
営
環
境
及
び
対
処
す

べ
き
課
題
等
」
で
記
載
が
求
め
ら
れ
る
経
営
方
針
・
経

営
戦
略
等
の
記
載
に
当
た
っ
て
、
企
業
構
造
、
事
業
を

行
う
市
場
の
状
況
、
競
合
他
社
と
の
競
争
優
位
性
、
主

要
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
顧
客
基
盤
、
販
売
網
等

と
い
っ
た
経
営
環
境
に
つ
い
て
の
経
営
者
の
認
識
の
説

明
を
含
め
た
上
で
、
事
業
の
内
容
と
関
連
づ
け
た
記
載

を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

⑶　

事
業
等
の
リ
ス
ク

ア　

背
景

　

リ
ス
ク
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
み

る
と
、
一
般
的
な
リ
ス
ク
の
羅
列
に
な
っ
て
い
る
記
載

が
多
く
、
外
部
環
境
の
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
数
年
間
記

載
に
変
化
が
な
い
開
示
例
も
多
い
ほ
か
、
経
営
戦
略
や

Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
と
リ
ス
ク
の
関
係
が
明
確
で
な
く
、
投
資
判

断
に
影
響
を
与
え
る
リ
ス
ク
が
読
み
取
り
に
く
い
と
の

指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
投
資
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
企

業
固
有
の
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
場
合
の
影

響
度
、
リ
ス
ク
へ
の
対
応
策
等
の
開
示
が
重
要
と
の
指

摘
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
、
経
営
者
視
点
か
ら
み
た
リ
ス
ク
の

重
要
度
の
順
に
、
発
生
可
能
性
や
時
期
、
事
業
に
与
え

る
影
響
・
リ
ス
ク
へ
の
対
応
策
等
を
含
め
、
企
業
固
有

の
事
情
に
応
じ
た
よ
り
実
効
的
な
リ
ス
ク
情
報
の
開
示

を
促
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
提
言
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、
経
営
者
が
経
営
成
績
等
の
状
況
に
重

要
な
影
響
を
与
え
る
と
認
識
し
て
い
る
主
要
な
リ
ス
ク

に
つ
い
て
、
当
該
リ
ス
ク
が
顕
在
化
す
る
可
能
性
の
程

度
や
時
期
、
当
該
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
場
合
に
経
営

成
績
等
の
状
況
に
与
え
る
影
響
の
内
容
、
当
該
リ
ス
ク

へ
の
対
応
策
（
注
五
）
を
記
載
す
る
な
ど
、
具
体
的
に

記
載
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
記
載

に
当
た
っ
て
は
、
リ
ス
ク
の
重
要
性
や
経
営
方
針
・
経

営
戦
略
等
と
の
関
連
性
の
程
度
を
考
慮
し
て
、
わ
か
り

や
す
く
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

で
は
、
事
業
等
の
リ
ス
ク
の
記
載
は
、
将
来
の
不
確
実

な
す
べ
て
の
事
象
に
関
す
る
正
確
な
予
想
の
提
供
を
求

め
る
も
の
で
は
な
い
と
の
考
え
が
示
さ
れ
た
上
で
、
事

業
等
の
リ
ス
ク
の
記
載
が
虚
偽
記
載
に
該
当
す
る
か
ど

う
か
は
個
別
に
判
断
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
が
、
提
出

日
現
在
に
お
い
て
、
経
営
者
が
企
業
の
経
営
成
績
等
の

状
況
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
主
要
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
一
般
に
合
理
的

と
考
え
ら
れ
る
範
囲
で
具
体
的
な
説
明
が
さ
れ
て
い
た

場
合
、
提
出
後
に
事
情
が
変
化
し
た
こ
と
を
も
っ
て
虚

偽
記
載
の
責
任
を
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
提
出
日
現
在
に
お
い
て
、

経
営
者
が
企
業
の
経
営
成
績
等
の
状
況
に
重
要
な
影
響

を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
主
要
な
リ

ス
ク
に
つ
い
て
あ
え
て
記
載
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
虚

偽
記
載
に
該
当
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る

（
注
六
）。
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⑷　

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
（
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
）

ア　

背
景

　

Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
八
年
四
月

に
公
表
さ
れ
た
金
融
審
議
会
「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー

ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告

─
建
設
的
な
対
話
の

促
進
に
向
け
て

─
」
に
お
い
て
、
経
営
者
の
視
点
に

よ
る
十
分
な
分
析
・
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
等
の
指

摘
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
三
〇
年
一
月
、

経
営
成
績
等
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
要
因
に
つ
い
て

の
経
営
者
視
点
に
よ
る
認
識
お
よ
び
分
析
や
、
経
営
者

が
経
営
方
針
・
経
営
戦
略
等
の
中
長
期
的
な
目
標
に
照

ら
し
て
経
営
成
績
等
を
ど
の
よ
う
に
分
析
・
評
価
し
て

い
る
か
の
記
載
を
求
め
る
内
閣
府
令
の
改
正
が
行
わ
れ

た
。

　

こ
う
し
た
制
度
整
備
が
進
む
一
方
、
わ
が
国
の
Ｍ
Ｄ

＆
Ａ
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
み
る
と
、
諸

外
国
に
お
け
る
開
示
と
比
し
て
、
計
数
情
報
を
そ
の
ま

ま
記
述
し
た
だ
け
の
記
載
や
、
ボ
イ
ラ
ー
プ
レ
ー
ト
化

し
た
記
載
が
多
く
、
さ
ら
な
る
取
組
み
が
必
要
で
あ
る

と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
重
要
な
会
計
上
の
見
積

り
や
見
積
り
に
用
い
た
仮
定
は
、
経
営
判
断
上
の
重
要

性
や
、
見
積
り
要
因
が
企
業
業
績
に
予
期
せ
ぬ
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
る
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
る
と
、
経
営
陣
の
関

与
の
下
、
充
実
し
た
開
示
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

提
言
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
の
記
載
に
当
た
っ
て
、
経

営
方
針
・
経
営
戦
略
等
の
内
容
の
ほ
か
、
他
の
記
載
項

目
の
内
容
と
関
連
づ
け
て
記
載
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

明
確
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
計
数
情
報
を
そ
の
ま
ま

記
述
し
た
だ
け
の
記
載
や
、
ボ
イ
ラ
ー
プ
レ
ー
ト
化
し

た
記
載
で
は
な
く
、
投
資
家
の
企
業
に
対
す
る
理
解
を

深
め
る
た
め
、
経
営
者
視
点
か
ら
の
情
報
の
提
供
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
・

検
討
内
容
な
ら
び
に
資
本
の
財
源
お
よ
び
資
金
の
流
動

性
に
係
る
情
報
の
記
載
に
つ
い
て
、
資
金
調
達
の
方
法

お
よ
び
状
況
な
ら
び
に
資
金
の
主
要
な
使
途
を
含
む
資

金
需
要
の
動
向
に
つ
い
て
の
経
営
者
の
認
識
を
含
め
て

記
載
す
る
な
ど
、
具
体
的
に
、
か
つ
、
わ
か
り
や
す
く

記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方

で
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
状
況
の
分
析
・
検
討

内
容
と
し
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
計
算
書
の
「
現

金
及
び
現
金
同
等
物
」
に
関
す
る
経
営
者
の
視
点
に
よ

る
分
析
・
検
討
内
容
を
含
め
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い

る
と
の
考
え
や
、
資
金
需
要
の
動
向
に
つ
い
て
の
経
営

者
の
認
識
の
説
明
に
当
た
っ
て
は
、
企
業
が
得
た
資
金

の
う
ち
、
ど
の
程
度
を
成
長
投
資
、
手
許
資
金
、
株
主

還
元
と
す
る
か
に
つ
い
て
、
経
営
者
の
考
え
方
を
記
載

す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る

（
注
七
）。

　

ま
た
、
本
改
正
で
は
、
会
計
上
の
見
積
り
や
当
該
見

積
り
に
用
い
た
仮
定
の
う
ち
、
重
要
な
も
の
に
つ
い

て
、
当
該
見
積
り
お
よ
び
当
該
仮
定
の
不
確
実
性
の
内

容
や
そ
の
変
動
に
よ
り
経
営
成
績
等
に
生
じ
る
影
響
な

ど
、
会
計
方
針
を
補
足
す
る
情
報
の
記
載
を
求
め
る
こ

と
と
し
た
。

３　

建
設
的
な
対
話
の
促
進
に
向
け
た
ガ
バ
ナ
ン
ス

情
報
の
提
供

⑴　

基
本
的
な
考
え
方

　

資
本
市
場
の
機
能
を
強
化
し
、
国
民
の
安
定
的
な
資

産
形
成
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
、
政
府
に
お
け
る
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
中
、

投
資
家
と
企
業
と
の
対
話
を
よ
り
建
設
的
で
実
効
的
な

も
の
と
し
て
い
く
観
点
か
ら
、
よ
り
充
実
し
た
ガ
バ
ナ

ン
ス
情
報
が
提
供
さ
れ
る
と
と
も
に
、
提
供
方
法
が
改

善
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
本
改
正
で
は
、
役
員

報
酬
や
政
策
保
有
株
式
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
拡
充
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
規
定
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。

⑵　

役
員
報
酬
に
係
る
情
報

ア　

背
景

　

近
年
、
上
場
企
業
に
お
い
て
は
、
企
業
価
値
の
向
上

に
向
け
て
経
営
陣
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与
す
る
た

め
、
業
績
連
動
報
酬
の
導
入
が
進
ん
で
い
る
。
報
酬
体

系
が
企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
た
経
営
陣
の
適
切
な
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
十
分
機
能
し
て
い
る
か
否
か

は
、
企
業
の
中
長
期
的
な
成
長
期
待
を
判
断
す
る
要
素

の
一
つ
と
し
て
、
投
資
判
断
や
対
話
に
お
い
て
重
視
さ

れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
わ
が
国
企
業
の
役
員
報
酬

の
開
示
に
つ
い
て
は
、「
固
定
報
酬
と
業
績
連
動
報
酬

の
構
成
割
合
や
、
業
績
連
動
報
酬
の
額
の
決
定
要
因
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等
、
報
酬
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
本
的
内
容
が
わ
か
り
づ
ら

い
」、「
企
業
戦
略
の
達
成
の
確
度
を
計
る
観
点
か
ら
必

要
な
経
営
戦
略
の
達
成
度
と
報
酬
の
つ
な
が
り
が
、
報

酬
決
定
の
際
の
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
含
め
て
十
分
に
説
明
さ
れ
て

い
な
い
」
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
、
経
営
陣
の
報
酬
内
容
・
報
酬
体
系

と
経
営
戦
略
や
中
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上
と
の
結
び

つ
き
に
つ
い
て
検
証
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
、
実
際
の

報
酬
が
経
営
陣
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
機
能
し
て

い
る
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
、
報
酬
決
定
プ

ロ
セ
ス
の
客
観
性
・
透
明
性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
可
能
と
す

べ
き
と
提
言
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、
以
下
の
記
載
を
新
た
に
求
め
る
改
正

を
行
っ
た
（
注
八
）。

　

① 　

役
員
報
酬
の
決
定
・
支
給
の
方
法
や
こ
れ
ら
に

関
す
る
考
え
方
の
記
載
、
業
績
連
動
報
酬
（
注
九
）

と
業
績
連
動
報
酬
以
外
の
報
酬
等
の
支
給
割
合
の

決
定
方
針
の
内
容
、
業
績
連
動
報
酬
の
指
標
、
当

該
指
標
を
選
択
し
た
理
由
、
当
該
業
績
連
動
報
酬

の
額
の
決
定
方
法
、
役
職
ご
と
の
支
給
額
に
つ
い

て
の
考
え
方
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
内
容

の
記
載

　

 　

こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
経
営
陣
の
報
酬
内

容
・
報
酬
体
系
と
経
営
戦
略
や
中
長
期
的
な
企
業
価

値
向
上
と
の
結
び
つ
き
を
検
証
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

② 　

役
員
報
酬
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
年
月
日

や
決
議
内
容

　

 　

こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
役
員
報
酬
の
決

定
・
支
給
の
方
法
や
こ
れ
ら
に
関
す
る
考
え
方
に
関

連
す
る
事
項
と
し
て
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

③ 　

業
績
連
動
報
酬
に
係
る
指
標
の
目
標
お
よ
び
実

績

　

 　

こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
報
酬
が
報

酬
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
、

経
営
陣
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
実
際
に
機
能
し

て
い
る
か
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
記
載

を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

④ 　

役
員
報
酬
の
額
ま
た
は
そ
の
算
定
方
法
の
決
定

に
関
す
る
方
針
の
決
定
権
者
、
そ
の
権
限
の
内
容

や
裁
量
の
範
囲
、
任
意
の
報
酬
委
員
会
等
が
あ
る

場
合
に
は
そ
の
手
続
の
概
要
、
役
員
報
酬
の
額
の

決
定
過
程
に
お
け
る
取
締
役
会
・
報
酬
委
員
会
の

具
体
的
活
動
内
容

　

 　

こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
報
酬
決
定
プ
ロ
セ

ス
の
客
観
性
・
透
明
性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
可
能
と
す
る

た
め
、
取
締
役
会
の
決
議
に
よ
っ
て
決
定
の
全
部
ま

た
は
一
部
を
取
締
役
に
再
一
任
し
て
い
る
場
合
を
含

め
て
、
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

⑶　

政
策
保
有
株
式
（
株
式
の
保
有
状
況
）

ア　

背
景

　

政
策
保
有
株
式
に
つ
い
て
は
、
企
業
間
で
戦
略
的
提

携
を
進
め
る
場
合
等
に
意
義
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る

一
方
、
安
定
株
主
の
存
在
が
企
業
経
営
に
対
す
る
規
律

の
緩
み
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘

や
、
保
有
に
伴
う
効
果
が
十
分
検
証
さ
れ
ず
資
本
効
率

が
低
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
政
策
保
有
株
式
に

関
す
る
開
示
の
現
状
は
、
保
有
目
的
の
説
明
が
定
型
的

か
つ
抽
象
的
な
記
載
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
保
有
の
合

理
性
・
効
果
が
検
証
で
き
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
政

策
保
有
株
式
の
保
有
意
義
・
効
果
に
つ
い
て
、
資
本
コ

ス
ト
を
か
け
リ
ス
ク
を
と
っ
て
保
有
す
る
以
上
、
政
策

保
有
に
関
す
る
方
針
、
目
的
や
効
果
は
具
体
的
に
か
つ

十
分
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
と
提
言
さ
れ
た
。
ま
た
、
提

言
の
中
で
は
、
政
策
保
有
株
式
の
保
有
に
つ
い
て
、
そ

の
合
理
性
を
検
証
す
る
方
法
や
取
締
役
会
等
に
お
け
る

議
論
の
状
況
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
る
べ
き
と
さ
れ
る

と
と
も
に
、
個
別
の
政
策
保
有
株
式
の
保
有
目
的
・
効

果
に
つ
い
て
も
、
提
出
会
社
の
事
業
内
容
や
セ
グ
メ
ン

ト
と
関
連
づ
け
、
定
量
的
な
効
果
も
含
め
て
具
体
的
に

記
載
を
求
め
る
べ
き
と
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の

進
展
に
伴
い
、
経
営
者
の
資
本
効
率
に
対
す
る
認
識
に

係
る
投
資
家
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま

え
、
以
下
の
記
載
を
求
め
る
改
正
を
行
っ
た
。

　

① 　

純
投
資
と
政
策
投
資
の
区
分
の
基
準
や
考
え
方

　

 　

こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て
は
、
政
策
保
有
目
的
と

思
わ
れ
る
株
式
保
有
が
純
投
資
（
注
一
〇
）
に
区
分

さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
純
投
資
と
政
策
投
資
の
区
分
の
基
準
に
つ
い

て
明
確
な
説
明
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

② 　

政
策
保
有
に
関
す
る
方
針
、
目
的
や
効
果
、
政

策
保
有
株
式
の
保
有
に
つ
い
て
、
そ
の
合
理
性
を
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検
証
す
る
方
法
や
取
締
役
会

等
に
お
け
る
議
論
の
状
況

　

 　

こ
れ
ら
の
開
示
に
つ
い
て

は
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
報
告
書
に
お
い
て
す
で
に

開
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
「
政

策
保
有
に
関
す
る
方
針
」、「
保

有
の
適
否
の
検
証
内
容
」
と
同

様
の
記
載
を
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
、
両
書
類
で
記
載
の
重
複

が
起
こ
り
得
る
が
、
有
価
証
券

報
告
書
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス

情
報
の
総
覧
性
を
高
め
る
た

め
、
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し

た
。

　

③ 　

開
示
基
準
に
満
た
な
い
銘

柄
も
含
め
、
売
却
し
た
り
、

買
い
増
し
た
政
策
保
有
株
式

に
つ
い
て
、
減
少
・
増
加
の

銘
柄
数
、
売
却
・
買
い
増
し

た
株
式
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
金

額
、
買
い
増
し
の
理
由
等

　

④ 　

個
別
の
政
策
保
有
株
式
の

保
有
目
的
・
効
果
に
つ
い

て
、
提
出
会
社
の
戦
略
、
事

業
内
容
お
よ
び
セ
グ
メ
ン
ト

と
関
連
づ
け
た
、
定
量
的
な

効
果
（
記
載
で
き
な
い
場
合
に

は
、
そ
の
旨
と
保
有
の
合
理
性

の
検
証
方
法
）
の
説
明
。
個
別
銘
柄
の
開
示
対
象

を
三
〇
か
ら
六
〇
に
拡
大
（
注
一
一
）。

　

⑤ 　

提
出
会
社
が
政
策
保
有
株
式
と
し
て
株
式
を
保

有
し
て
い
る
相
手
方
に
よ
る
当
該
提
出
会
社
株
式

の
保
有
の
有
無

 　

 　

政
策
保
有
株
式
と
し
て
互
い
に
持
ち
合
っ
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
提
出
会
社
に
お
い
て
確
認

で
き
る
範
囲
（
注
一
二
）
で
、
記
載
を
求
め
て
い
る
。

　

以
上
の
改
正
内
容
も
含
め
た
株
式
の
保
有
状
況
の
開

示
内
容
は
図
表
３
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

⑷　

そ
の
他
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報

ア　

背
景

　

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
は
、
有
価
証
券
報
告
書
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報

を
充
実
・
整
理
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
の
総
覧
性
を
高

め
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
や
、
現
行
の
企
業
統
治
の

体
制
（
任
意
に
設
置
す
る
委
員
会
等
を
含
む
）
の
「
概
要
」

に
お
い
て
、
取
締
役
会
や
委
員
会
等
の
具
体
的
な
活
動

状
況
の
記
載
を
求
め
る
べ
き
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
企

業
価
値
の
適
切
な
評
価
や
、
投
資
家
と
企
業
と
の
建
設

的
な
対
話
を
促
す
上
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
が
わ
か
り

や
す
く
投
資
家
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
投
資
判
断
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
ガ
バ
ナ
ン

ス
情
報
は
有
価
証
券
報
告
書
に
お
い
て
適
切
に
開
示
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
提
言
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、
従
前
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
状
況
等
」
と
別
項
目
と
さ
れ
て
い
た
「
役
員
の
状

〔図表３〕　政策保有株式に係る開示のイメージ（2019年３月期から適用）

開示府令改正前の開示状況

銘柄 株式数 B/S計上額 保有目的
A xxx,xxx xxx,xxx ・・・・・
B xxx,xxx xxx,xxx ・・・・・

（前事業年度）

（当事業年度）

開示府令改正後の開示イメージ（太字：変更箇所）

30
銘
柄

30
銘
柄

60
銘
柄

銘柄
（当事業年度）
株式数
B/S計上額

（前事業年度）
株式数
B/S計上額

保有目的・効果（※）

相手方の保有の有無
株式数増加の理由

A xxx,xxx
xxx,xxx

xxx,xxx
xxx,xxx

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

B xxx,xxx
xxx,xxx

xxx,xxx
xxx,xxx

・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・

銘柄 株式数 B/S計上額 保有目的
A xxx,xxx xxx,xxx ・・・・・

・・・・ ・・・

・・・・

B xxx,xxx xxx,xxx ・・・・・

（※）戦略，事業内容およびセグメントと関連づけ，定量的な効果（記載できない
　　 場合には，その旨と保有の合理性の検証方法）も含めてより具体的に記載。

l　純投資目的の投資株式とそれ以外の目的の投資株式（政策
保有株式）の区分の基準や考え方

l　政策保有株式の保有方針，保有の合理性を検証する方法
l　政策保有株式の個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等
における検証の内容

l　政策保有株式の銘柄数，B/S計上額の合計額（非上場株式と
それ以外の株式に区分して記載）

l　株式数が増加した銘柄数・取得価額の合計額・増加の理由，
株式数が減少した銘柄数・売却価額の合計額

l　政策投資株式の個別銘柄（非上場株式以外）

l　政策保有株式の銘柄数，B/S計上額の合計額
（非上場株式とそれ以外の株式を区分せず記載）

l　政策投資株式の個別銘柄（非上場株式以外）

l　純投資目的の株式の銘柄数，B/S計上額，受取配当金，売却
損益，評価損益それぞれの合計額，保有目的を変更した銘
柄の株式数，B/S計上額

l　純投資目的の株式のB/S計上額，受取配当金，売
却損益，評価損益それぞれの合計額，保有目的を
変更した銘柄の株式数，B/S計上額
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況
」
を
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
等
」

の
中
に
整
理
し
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
の
総
覧
性
を
高
め

る
こ
と
と
し
た
。

　

ま
た
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
情
報
の
充
実
を
図
る
観
点
か

ら
、
企
業
統
治
の
体
制
の
「
概
要
」
に
お
い
て
、
提
出

企
業
の
機
関
設
計
に
応
じ
、
取
締
役
会
や
委
員
会
等
の

概
要
（
名
称
、
目
的
、
権
限
、
構
成
員
の
氏
名
（
機
関
の
長

に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
役
職
名
の
記
載
、
社
外
役
員
に

該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
の
記
載
を
含
む
））
の
記

載
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
に
お
い
て
、
議
論
の
内
容
を
含

む
取
締
役
会
や
委
員
会
等
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、

具
体
的
な
活
動
状
況
の
記
載
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る

が
、
取
締
役
会
や
委
員
会
等
（
監
査
委
員
会
お
よ
び
監
査

等
委
員
会
を
除
く
）
に
つ
い
て
は
、
企
業
間
で
相
当
の
バ

ラ
つ
き
が
あ
る
と
見
込
ま
れ
、
ま
ず
は
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
お
け
る
記
載
の
充
実
を
促

す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
東

京
証
券
取
引
所
は
、
平
成
三
一
年
二
月
、
取
締
役
会
や

委
員
会
等
の
活
動
状
況
の
記
載
を
慫
慂
す
る
「
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書　

記
載
要

領
」（
注
一
三
）
の
改
訂
を
行
っ
て
い
る
。

４　

提
供
情
報
の
信
頼
性
・
適
時
性
の
確
保

─
会

計
監
査
に
関
す
る
情
報

ア　

背
景

　

会
計
監
査
に
関
す
る
情
報
は
、
株
主
に
よ
る
監
査
人

の
選
解
任
の
判
断
の
み
な
ら
ず
、
投
資
判
断
の
基
礎
と

な
る
財
務
情
報
等
の
信
頼
性
確
保
の
観
点
か
ら
も
重
要

で
あ
り
、
投
資
家
に
対
し
て
十
分
か
つ
わ
か
り
や
す
く

提
供
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
、
平
成
二
八
年
三
月
の
「
会
計
監
査

の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
」
の
提
言
（
注
一
四
）
は
、

　

・ 　

企
業
が
適
正
な
監
査
の
確
保
に
向
け
て
監
査
人

と
ど
の
よ
う
な
取
組
み
を
行
っ
て
い
る
か

　

・ 　

監
査
役
会
等
が
監
査
人
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し

て
い
る
か

等
の
開
示
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
併
せ

て
、
監
査
人
の
独
立
性
評
価
に
必
要
な
「
監
査
人
が
そ

の
企
業
の
監
査
に
従
事
し
て
き
た
期
間
」
を
有
価
証
券

報
告
書
に
お
い
て
記
載
す
る
こ
と
等
を
提
言
し
て
い

る
。

　

ま
た
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
に
お
い
て
も
、

　

・ 　

監
査
人
の
選
任
、
再
任
の
方
針
お
よ
び
理
由
に

つ
い
て
は
、
監
査
人
が
被
監
査
会
社
か
ら
報
酬
を

得
る
と
い
う
関
係
性
に
鑑
み
る
と
、
企
業
が
適
切

に
監
査
人
を
選
任
し
て
い
る
か
、
監
査
人
の
独
立

性
が
担
保
さ
れ
十
分
に
機
能
し
て
い
る
か
を
知
る

上
で
重
要
な
情
報
で
あ
る
。

　

・ 　

監
査
人
監
査
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
則
三
–
二
、
補

充
原
則
三
–
二
①
の
趣
旨
に
鑑
み
て
も
開
示
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

　

・ 　

監
査
法
人
に
お
け
る
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
度
が

導
入
さ
れ
て
い
な
い
中
、
継
続
監
査
期
間
は
、
監

査
人
の
独
立
性
を
判
断
す
る
観
点
か
ら
重
要
な
情

報
で
あ
る
。

　

・ 　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ベ
ー
ス
の
報
酬
額
・
業
務
内
容

は
、
監
査
人
の
独
立
性
を
判
断
す
る
観
点
か
ら
重

要
な
情
報
で
あ
る 

。

　

・ 　

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
グ
ル
ー
プ
全
体
の
監
査
状

況
を
把
握
す
る
観
点
か
ら
、
提
出
企
業
の
監
査
人

お
よ
び
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
フ
ァ
ー
ム
以
外
の
監

査
人
に
支
払
わ
れ
る
監
査
報
酬
全
体
に
つ
い
て
も

開
示
す
べ
き
で
あ
る
。

　

・ 　

監
査
役
会
等
の
具
体
的
な
活
動
状
況
は
、
監
査

役
会
等
の
実
効
性
を
判
断
す
る
上
で
必
要
な
情
報

で
あ
る
。
監
査
人
と
監
査
役
の
連
携
状
況
等
を
理

解
す
る
た
め
、
開
催
頻
度
や
出
席
状
況
等
の
計
数

的
な
開
示
だ
け
で
な
く
、
議
論
さ
れ
た
内
容
や
監

査
役
会
が
監
査
人
の
指
摘
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し

た
か
等
も
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

と
指
摘
さ
れ
た
。

イ　

主
な
改
正
点

　

本
改
正
で
は
、「
監
査
の
状
況
」
と
し
て
、
以
下
の
記

載
を
新
た
に
求
め
る
改
正
を
行
っ
た
。

　

① 　

監
査
役
お
よ
び
監
査
役
会
等
の
活
動
状
況
（
監

査
役
会
等
の
開
催
頻
度
、
主
な
検
討
事
項
、
個
々
の
監

査
役
等
の
出
席
状
況
、
常
勤
の
監
査
役
の
活
動
等
）

　

②　

監
査
人
の
継
続
監
査
期
間
（
注
一
五
）

　

③ 　

監
査
人
を
選
定
し
た
理
由（
企
業
が
監
査
人
を
選

定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
す
る
も
の
と
し
て
い
る
方

針
を
含
め
た
具
体
的
な
記
載
）、
監
査
人
の
解
任
・

不
再
任
の
方
針
、
監
査
役
会
等
が
監
査
報
酬
額
に

同
意
し
た
理
由
、
監
査
人
の
業
務
停
止
処
分
に
係

る
事
項
（
注
一
六
）

　

④ 　

監
査
役
会
等
が
監
査
人
の
評
価
を
行
っ
た
場
合
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に
は
、
そ
の
旨
お
よ
び
そ
の
内
容

　

⑤ 　

監
査
業
務
と
非
監
査
業
務
に
区
分
し
た
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
ベ
ー
ス
の
報
酬
額
・
業
務
内
容
（
注
一
七
）

　

な
お
、
本
改
正
で
は
、「
監
査
の
状
況
」
の
項
目
を
新

設
し
、
新
た
に
記
載
を
求
め
る
前
記
の
内
容
に
加
え
、

こ
れ
ま
で
も
開
示
を
求
め
て
き
た
事
項
の
記
載
箇
所
の

整
理
を
行
っ
た
。
本
改
正
前
後
の
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
等
」
の
記
載
項
目
を
一
覧
に
し
た

も
の
が
図
表
４
で
あ
る
。

５　

そ
の
他

　

本
改
正
で
は
、
前
記
の
ほ
か
、
Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
の
提
言

を
踏
ま
え
、
新
た
に
株
主
総
利
回
り
の
推
移
の
記
載
を

求
め
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
株
主
総
利
回
り
の
推
移

は
、
一
定
期
間
の
推
移
を
示
す
こ
と
に
意
義
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、「
主
要
な
経
営
指
標

等
の
推
移
」
の
項
目
で
記
載
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い

る
（
注
一
八
）（
注
一
九
）。
株
主
総
利
回
り
の
記
載
に
当

た
っ
て
は
、
各
企
業
に
お
い
て
表
に
加
え
、
グ
ラ
フ
や

図
を
用
い
る
等
、
投
資
者
に
わ
か
り
や
す
く
記
載
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

６　

適
用

　

前
記
を
改
正
内
容
と
す
る
内
閣
府
令
は
、
平
成
三
一

年
一
月
三
一
日
に
公
布
、
施
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
三
一
年
三
月
三
一
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
を
最
近
事
業
年
度
と
す
る
有
価
証

券
届
出
書
お
よ
び
当
該
事
業
年
度
に
係
る
有
価
証
券
報

告
書
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
経
営
方
針
、
経
営

環
境
及
び
対
処
す
べ
き
課
題
等
」
等
の
一
部
の
項
目
に

つ
い
て
は
、
記
載
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
に
十
分
な

検
討
期
間
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
三
二
年
三
月

三
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
を
最
近
事
業
年
度

と
す
る
有
価
証
券
届
出
書
お
よ
び
当
該
事
業
年
度
に
係

る
有
価
証
券
報
告
書
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
適
用
時
期
の

概
要
に
つ
い
て
は
、
図
表
５
を
参
照
さ
れ
た
い
。

四　

お
わ
り
に

　

本
改
正
は
、
金
融
庁
が
取
り
組
ん
で
い
る
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ン
ス
改
革
を
進
め
て
い
く
中
で
大
変
重
要

な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
取
組
み
は
、
継
続

的
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
内
閣
府
令

を
改
正
し
て
終
わ
り
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
改
正

に
よ
り
拡
充
さ
れ
た
開
示
内
容
に
基
づ
い
て
、
企
業
と

投
資
家
の
間
で
建
設
的
な
対
話
が
行
わ
れ
、
イ
ン
ベ
ス

ト
メ
ン
ト
・
チ
ェ
ー
ン
を
通
じ
て
企
業
価
値
の
向
上
、

さ
ら
に
は
そ
れ
が
投
資
リ
タ
ー
ン
の
増
大
を
含
め
て
国

民
の
富
の
増
大
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
よ
り
良
い
サ
イ

ク
ル
を
描
け
る
よ
う
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
金
融
庁
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
本
改
正
と
、
今

後
、
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
の
「
記
述
情
報
の
開
示

に
関
す
る
原
則
」
と
併
せ
て
、
開
示
の
充
実
に
向
け
た

取
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

（
注
一
） 

委
員
に
よ
る
討
議
の
ほ
か
、
国
内
外
か
ら
計
一

〇
名
の
関
係
者
を
招
い
て
意
見
交
換
を
行
い
、
よ
り
幅

広
い
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
議
論
を
進
め
る
観

点
か
ら
、
取
り
扱
う
論
点
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
視

点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
情
報
が
必
要
で
あ
る
か
等
に
つ

い
て
意
見
募
集
を
行
っ
た
。

（
注
二
） 

プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
つ
い

て
は
、
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
一
日
に
「
記
述
情
報
の

開
示
に
関
す
る
原
則
」（
案
）
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

（
注
三
） 

「
記
述
情
報
」
は
、
法
定
開
示
書
類
に
お
い
て
提

供
さ
れ
る
情
報
の
う
ち
、
金
融
商
品
取
引
法
一
九
三
条

の
二
が
規
定
す
る
「
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
」
に
お

い
て
提
供
さ
れ
る
財
務
情
報
以
外
の
情
報
を
指
す
こ
と

が
一
般
的
で
あ
る
。

（
注
四
） 

経
営
戦
略
が
企
業
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
適

切
で
あ
る
か
の
判
断
や
、
企
業
の
成
長
、
業
績
、
財
政

状
態
、
将
来
の
見
込
み
の
評
価
に
資
す
る
よ
う
な
情
報

と
し
て
、
目
標
の
達
成
度
合
を
測
定
す
る
指
標
、
算
出

方
法
、
な
ぜ
そ
の
目
標
を
利
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
の

説
明
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
有
価
証

券
報
告
書
に
合
理
的
な
検
討
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
た

経
営
計
画
等
の
具
体
的
な
目
標
数
値
を
記
載
す
る
場
合

に
は
、
有
価
証
券
報
告
書
提
出
日
現
在
に
お
い
て
予
測

で
き
る
事
情
等
を
基
礎
と
し
た
合
理
的
な
判
断
に
基
づ

く
も
の
を
記
載
す
べ
き
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
記
述

情
報
に
よ
る
補
足
も
含
め
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

 

　

ま
た
、
有
価
証
券
報
告
書
の
提
出
以
降
に
有
価
証
券

届
出
書
を
提
出
す
る
際
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
有

価
証
券
届
出
書
提
出
日
現
在
に
お
け
る
当
該
目
標
数
値

の
状
況
等
に
つ
い
て
補
足
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（「『
企
業
内
容
等
の
開
示
に

関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
案
）』
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
概
要
及
び

コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
」（
平
成
三
一

年
一
月
三
一
日
。
以
下
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
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〔図表４〕　コーポレート・ガバナンスの状況等の改正の概要
【凡例】太字：新規記載事項，斜体：記載箇所変更事項

（改正前）
有価証券報告書（第三号様式）

第４【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
２ 【自己株式の取得等の状況】
３ 【配当政策】
４ 【株価の推移】
５ 【役員の状況】
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
⑴【コーポレート・ガバナンスの状況】
○�企業統治の体制の概要，当該体制を採用する理由，その他の提
出会社の企業統治に関する事項
○責任限定契約の内容の概要
○特別取締役による取締役会の決議制度の内容
○内部監査および監査役監査の組織，人員および手続
○�内部監査，監査役監査および会計監査の相互連携，これらの監
査と内部統制部門との関係
○�社外取締役または社外監査役の員数および提出会社との人的関
係，資本的関係または取引関係その他の利害関係
○�社外取締役または社外監査役が果たす機能・役割，独立性の基
準・方針の内容，選任状況に関する考え方
○�社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監
査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
○（社外取締役を選任していない場合）社内体制および理由
○役員の報酬等
○株式の保有状況
○�業務を執行した公認会計士の氏名，所属する監査法人名，監査
年数，補助者の構成等
○�取締役に関する定款の定め，株主総会・取締役会決議に関する
事項，種類株式に関する事項，利益相反取引に関する事項

⑵【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
②【その他重要な報酬の内容】
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
④【監査報酬の決定方針】

第５【経理の状況】（抄）
○監査公認会計士等の異動に関する事項

　
　
（改正後）

有価証券報告書（第三号様式）
第４【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
２ 【自己株式の取得等の状況】
３ 【配当政策】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
⑴【コーポレート・ガバナンスの概要】
○�コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方を記載の上，企業
統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

○責任限定契約の内容の概要
○特別取締役による取締役会の決議制度の内容
○�財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針（注）

○�取締役に関する定款の定め，株主総会・取締役会決議に関する
事項，種類株式に関する事項，利益相反取引に関する事項

（注）　�「第２　事業の状況」の「１　経営方針，経営環境及び対処すべき課題等」から
移動

⑵【役員の状況】
（これまでの記載内容に加え，）
○�社外取締役または社外監査役の員数及び提出会社との人的関
係，資本的関係または取引関係その他の利害関係
○�社外取締役または社外監査役が果たす機能・役割，独立性の基
準・方針の内容，選任状況に関する考え方
○�社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監
査，監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制
部門との関係
○（社外取締役を選任していない場合）社内体制および理由
⑶【監査の状況】
○監査役監査の状況
　・監査役監査の組織，人員および手続
　・監査役および監査役会の活動状況
○内部監査の状況等
　・内部監査の組織，人員および手続
　・�内部監査，監査役監査および会計監査の相互連携，これらの
監査と内部統制部門との関係

○会計監査の状況
　・監査公認会計士等が監査法人の場合
　　監査法人の名称，業務を執行した公認会計士の氏名
　　補助者の構成
　　継続監査期間
　・監査公認会計士等が公認会計士の場合
　　公認会計士の氏名，補助者の構成，監査証明の審査体制
　　継続監査期間（７会計期間を超える場合）
　・監査公認会計士等を選定した理由
　　（選定方針，業務停止処分の状況を含む）
　・監査公認会計士等の異動に関する事項
　・�監査役および監査役会が監査公認会計士等または会計監査人
の評価を行った場合，その旨およびその内容

　・監査報酬の内容等
　　－監査公認会計士等の報酬の内容，非監査業務の内容
　　－�監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対

する報酬（重要性の乏しいものを除く），報酬を記載した非
監査業務の内容

　　－その他重要な報酬の内容
　　－監査報酬の決定方針
　　－監査役会が監査報酬に同意した理由
⑷【役員の報酬等】（第二号様式記載上の注意�参照）
⑸【株式の保有状況】（第二号様式記載上の注意�参照）

第５【経理の状況】
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す
る
金
融
庁
の
考
え
方
」
と
い
う
）
№
６
参
照
）。

（
注
五
） 

従
来
、
提
出
会
社
が
将
来
に
わ
た
っ
て
事
業
活

動
を
継
続
す
る
と
の
前
提
に
重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ

る
よ
う
な
事
象
等
（
以
下
「
重
要
事
象
等
」
と
い
う
）

は
、「
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
で
、
重
要
事
象
等
を
解
消

し
、
ま
た
は
改
善
す
る
た
め
の
対
応
策
は
、「
Ｍ
Ｄ
＆

Ａ
」
で
記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、「
事
業
等
の
リ
ス

ク
」
で
リ
ス
ク
へ
の
対
応
策
の
記
載
を
求
め
る
こ
と
と

し
た
た
め
、「
事
業
等
の
リ
ス
ク
」
に
統
合
さ
れ
た
。

（
注
六
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考

え
方
№
16
参
照
。

（
注
七
） 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考

え
方
№
19
参
照
。

（
注
八
） 

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
役
員
報
酬
の
個
別
開
示
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、
役
員
報
酬
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
内
容
の
開
示
の
充
実
を
図
り
、
そ
の
上
で
、
報
酬

内
容
や
経
営
戦
略
等
と
の
整
合
性
の
検
証
の
進
展
や
、

わ
が
国
に
お
け
る
役
員
報
酬
額
の
水
準
の
変
化
等
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
検
討
す
べ
き
と
整
理
さ

れ
て
い
る
。

（
注
九
） 

改
正
開
示
府
令
に
お
い
て
業
績
連
動
報
酬
と

は
、「
利
益
の
状
況
を
示
す
指
標
、
株
式
の
市
場
価
格
の

状
況
を
示
す
指
標
そ
の
他
の
提
出
会
社
又
は
当
該
提
出

会
社
の
関
係
会
社
の
業
績
を
示
す
指
標
を
基
礎
と
し
て

算
定
さ
れ
る
報
酬
等
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
第
二
号

様
式
記
載
上
の
注
意
�
ａ
）。

（
注
一
〇
） 

「
純
投
資
目
的
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
株
式
の
価

値
の
変
動
ま
た
は
株
式
に
係
る
配
当
に
よ
っ
て
利
益
を

受
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
を
い
う
と
考
え
ら
れ

る
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考
え

方
№
68
参
照
）。

（
注
一
一
） 

Ｄ
Ｗ
Ｇ
報
告
で
は
、
開
示
対
象
と
な
る
銘
柄

〔図表５〕　適用時期の概要
項　目 平成31年 3 月期 平成32年 3 月期

主要な経営指標等の推移（株主総利回り，株
価の推移）

第二号様式
記載上の注意㉕ 適用

経営方針，経営環境及び対処すべき課題等 第二号様式
記載上の注意㉚ （早期適用可） 適用

事業等のリスク 第二号様式
記載上の注意㉛ （早期適用可） 適用

経営者による財政状態，経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の分析

第二号様式
記載上の注意㉜ （早期適用可） 適用

コーポレート・ガバナンスの概要 第二号様式
記載上の注意� 適用

Ø 財務及び事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針※１

第二号様式
記載上の注意�ｃ （早期適用可） 適用

役員の状況 第二号様式
記載上の注意� 適用

監査の状況 第二号様式
記載上の注意� 適用

Ø 監査役および監査役会の活動状況，継続
監査期間等

第二号様式
記載上の注意�ａ
⒝，ｄ⒜ⅱ

（早期適用可） 適用

Ø 監査公認会計士等と同一のネットワーク
に属する組織に対する報酬等

第二号様式
記載上の注意�ｄ
⒡ⅰ〜ⅲ

（早期適用可）
（経過措置あり※２） 適用

役員の報酬等 第二号様式
記載上の注意� 適用

株式の保有状況 第二号様式
記載上の注意� 適用

※１ 　コーポレートガバナンスに関する情報の整理に伴い，従来，「経営方針，経営環境及び対処すべき課題等」で記載を求
めていた「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は，「コーポレート・ガバナンスの概要」
で記載を求めることとした。

※２ 　改正後の監査報酬に係る規定は平成31年３月期から適用されるが，平成31年３月期に旧規定を適用する場合には経過措
置が適用されることとなる。

（注） 　「経営方針，経営環境及び対処すべき課題等」（第二号様式記載上の注意㉚）と「財務及び事業の方針の決定を支配する
者の在り方に関する基本方針」（同記載上の注意�ｃ）の規定は，同時に適用しなければならないと考えられる。また，「事
業等のリスク」（同記載上の注意㉛ｂ）と「経営者による財政状態，経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」（同
記載上の注意㉜）の規定は，同時に適用しなければならないと考えられる。
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数
に
つ
い
て
は
、
日
経
五
〇
〇
種
企
業
に
よ
る
政
策
保

有
株
式
の
保
有
銘
柄
数
の
中
央
値
が
六
三
・
〇
（
後
藤

晃
輔
「
平
成
二
七
年
・
二
八
年
の
政
策
保
有
株
式
の
比

較

─
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
及
ぼ

し
た
影
響
」
別
冊
・
商
事
法
務
四
一
七
号（
二
〇
一
七
）

一
二
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
検
討
す
べ
き
と
さ

れ
た
。

（
注
一
二
） 

提
出
会
社
の
株
主
名
簿
や
発
行
者
の
大
量
保

有
報
告
書
等
に
よ
り
確
認
で
き
る
範
囲
で
記
載
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
み
な
し
保
有
株
式
に
つ
い

て
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
の
全
文
検
索
機
能
を
用
い
る
な

ど
、
直
近
の
有
価
証
券
報
告
書
や
大
量
保
有
報
告
書
等

に
よ
り
確
認
で
き
る
範
囲
で
記
載
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
金
融
庁
の
考

え
方
№
85
、
№
86
参
照
）。

（
注
一
三
） 

日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（htt

ps://w
w

w
.jpx.co.jp/equities/listing/cg/01.htm

l

）
に

掲
載
。

（
注
一
四
） 

「『
会
計
監
査
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
』

提
言

─
会
計
監
査
の
信
頼
性
確
保
の
た
め
に

─
」

（
平
成
二
八
年
三
月
八
日
。https://w
w

w
.fsa.go.jp/ne 

w
s/27/singi/20160308-1.htm

l

）。

（
注
一
五
） 

継
続
監
査
期
間
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

以
下
の
と
お
り
整
理
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　

① 　

提
出
会
社
が
有
価
証
券
届
出
書
提
出
前
か
ら
継

続
し
て
同
一
の
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
を
受
け
て

い
る
場
合
、
有
価
証
券
届
出
書
提
出
前
の
監
査
期

間
も
含
め
て
算
定
す
る
。

 

　

② 

ⅰ　

過
去
に
提
出
会
社
に
お
い
て
合
併
、
会
社
分

割
、
株
式
交
換
お
よ
び
株
式
移
転
が
あ
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
、
会
計
上
の
取
得
企
業
の
監
査
公
認
会

計
士
等
が
提
出
会
社
の
監
査
を
継
続
し
て
行
っ
て

い
る
と
き
は
、
当
該
合
併
、
会
社
分
割
、
株
式
交

換
お
よ
び
株
式
移
転
前
の
監
査
期
間
も
含
め
て
算

定
す
る
。

 

　

② 

ⅱ　

過
去
に
提
出
会
社
に
お
い
て
合
併
、
会
社
分

割
、
株
式
交
換
お
よ
び
株
式
移
転
が
あ
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
、
会
計
上
の
被
取
得
企
業
の
監
査
公
認

会
計
士
等
が
提
出
会
社
の
監
査
を
行
っ
て
い
る
と

き
は
、
当
該
合
併
、
会
社
分
割
、
株
式
交
換
お
よ

び
株
式
移
転
前
の
監
査
期
間
は
含
め
な
い
も
の
と

し
て
算
定
す
る
。

 

　

③ 

ⅰ　

過
去
に
監
査
法
人
に
お
い
て
合
併
が
あ
っ
た

場
合
、
当
該
合
併
前
の
監
査
法
人
に
よ
る
監
査
期

間
も
含
め
て
算
定
す
る
。

 

　

③ 

ⅱ　

提
出
会
社
の
監
査
業
務
を
執
行
し
て
い
た
公

認
会
計
士
が
異
な
る
監
査
法
人
に
異
動
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
公
認
会
計
士
が
異
動
後
の
監
査

法
人
に
お
い
て
も
継
続
し
て
提
出
会
社
の
監
査
業

務
を
執
行
す
る
と
き
ま
た
は
当
該
公
認
会
計
士
の

異
動
前
の
監
査
法
人
と
異
動
後
の
監
査
法
人
が
同

一
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
す
る
と
き
等
、
同
一
の

監
査
法
人
が
提
出
会
社
の
監
査
業
務
を
継
続
し
て

執
行
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該

公
認
会
計
士
の
異
動
前
の
監
査
法
人
の
監
査
期
間

も
含
め
て
算
定
す
る
。

 

　

継
続
監
査
期
間
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
前
記
の
整

理
も
踏
ま
え
、
基
本
的
に
は
、
可
能
な
範
囲
で
遡
っ
て

調
査
す
れ
ば
足
り
、
そ
の
調
査
が
著
し
く
困
難
な
場
合

に
は
、
調
査
が
可
能
で
あ
っ
た
期
間
を
記
載
し
た
上

で
、
調
査
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
継
続
監
査

期
間
が
そ
の
期
間
を
超
え
る
可
能
性
が
あ
る
旨
を
注
記

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に

対
す
る
金
融
庁
の
考
え
方
№
36
参
照
）。

（
注
一
六
） 

現
在
も
会
社
法
に
基
づ
く
事
業
報
告
等
に
お

い
て
開
示
が
求
め
ら
れ
て
い
る
事
項
の
た
め
、
事
業
報

告
等
の
記
載
を
用
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
注
一
七
） 

本
改
正
で
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
範
囲
を
監

査
証
明
業
務
の
み
で
は
な
く
税
理
士
業
務
な
ど
の
業
務

を
含
む
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
改
正
前
も

記
載
が
求
め
ら
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
の
監
査
法

人
に
対
す
る
監
査
証
明
業
務
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
重

要
な
報
酬
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
開
示
が
求
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
る
。

（
注
一
八
） 

有
価
証
券
報
告
書
の
株
主
総
利
回
り
の
記
載

に
当
た
っ
て
は
、
基
準
と
な
る
当
事
業
年
度
の
五
事
業

年
度
前
が
毎
年
変
わ
る
た
め
（
た
と
え
ば
、
二
〇
一
九

年
三
月
末
の
基
準
年
は
二
〇
一
四
年
三
月
末
、
二
〇
二

〇
年
三
月
末
の
基
準
年
は
二
〇
一
五
年
三
月
末
）、
毎

年
、
計
算
し
直
す
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
新
規
上
場
等
に
よ
り
、
基
準
と
な
る
当
事
業
年
度

の
五
事
業
年
度
前
の
株
価
が
な
い
場
合
に
は
、
新
規
上

場
後
か
ら
計
算
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ

る
。

（
注
一
九
） 

統
合
報
告
書
な
ど
の
任
意
書
類
で
す
で
に
開

示
し
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
は
、
記
載
上
の
注
意
に
あ

る
「
類
す
る
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
用
い

る
場
合
」（
第
二
号
様
式
記
載
上
の
注
意
㉕
ｆ
）
に
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
算
定
方
法
の
概
要
を
記
載

す
る
こ
と
に
よ
り
、
任
意
書
類
と
同
じ
算
定
方
法
を
用

い
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

（
や
ぎ
は
ら
・
え
い
じ

お
か
む
ら
・
け
ん
じ

ほ
り
う
ち
・
は
や
と

か
た
お
か
・
も
と
か
）


